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第６ 次沼津市男女共同参画 

基本計画の基本的な考え方 
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本計画は沼津市男女共同参画推進条例第３ 条に掲げる ６ つの基本理念のも と 、 男女共同

参画を 図り ま す。  

（ １ ） 男女の人権の尊重 

（ ２ ） 性の尊重と 生涯にわたる 心身と も に健康な生活の実現 

（ ３ ） 政策・ 方針決定過程への女性の参画拡大 

（ ４ ） あら ゆる 分野における 男女共同参画の推進 

（ ５ ） 男女のワ ーク ・ ラ イ フ ・ バラ ン ス ※（ 仕事と 生活の調和） の実現 

（ ６ ） 国際理解と 協調 

 

 
 
 

お互いを思いやり 公正に支え合う  

すべての人が居心地よ く 暮ら せる ま ち 沼津 
 

すべての人が人権を尊重さ れ、 性別や性のあり 方を 問わず互いに支え合い、 社会的・ 経

済的格差を なく し て実質的な機会の平等を実現し 、 個々の能力を 発揮し ながら 多様な生き

方を 選択でき る 居心地の良いま ちを 目指すこ と を本計画の目標と し ま す。  

 

 
 

Ⅰ ジェ ン ダー平等を実現する ための多様性を尊重する 意識改革 

Ⅱ ジェ ン ダー平等のも と に心身と も に健康な暮ら し の実現 

Ⅲ 個人・ 家庭生活を基盤に性別にと ら われず個性と 能力を 発揮でき る 環境の整備 

Ⅳ すべての人が意思決定過程に参画でき る 地域社会づく り  

こ れら の基本目標を 達成する ために推進する ８ つの施策の方向性を 示し ま す。  

 基本目標 施策の方向性 

Ⅰ 
ジェ ン ダー平等を 実現する ための

多様性を尊重する 意識改革 

（ １ ） ジェ ン ダー平等に関する 教育・ 啓発の充実 

（ ２ ） 多様性を尊重し 共生でき る 環境の整備 

Ⅱ 
ジェ ン ダー平等のも と に心身と も

に健康な暮ら し の実現 

（ ３ ） ジェ ン ダーに基づく あら ゆる 暴力の根絶 

（ ４ ） 生涯にわたる 健康づく り と 安全・ 安心で豊

かな暮ら し に向けた支援 

Ⅲ 

個人・ 家庭生活を 基盤に性別にと

ら われず個性と 能力を 発揮でき る

環境の整備 

（ ５ ） ワ ーク ・ ラ イ フ ・ バラ ン ス 実現の推進 

（ ６ ） 職場における 女性活躍の推進 

Ⅳ 
すべての人が意思決定過程に参画

でき る 地域社会づく り  

（ ７ ） 政策・ 方針決定過程への女性の参画拡大 

（ ８ ） 地域における 男女共同参画の推進 
 

※ワ ーク ・ ラ イ フ ・ バラ ンス  

 仕事と 生活の調和がと れた状態のこ と 。 仕事と 生活の調和憲章では「 仕事と 生活の調和が実現し た社会」 と は「 国民一人ひと

り がやり がいや充実感を感じ ながら 働き 、 仕事上の責任を果たすと と も に、 家庭や地域生活においても 、 子育て期、 中高年期

と いっ た人生の各段階に応じ て多様な生き 方が選択・ 実現でき る 社会」 と さ れていま す。  
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  本計画では、 条例前文で示す「 家庭」・「 職場」・「 教育」・「 地域」 の４ つを 男女共同参画の

取り 組みの主要領域と し 、 ①家庭・ 職場・ 学校・ 地域を 挙げた総がかり での男女共同参画

推進と 相互の取組効果の波及、 ②性別によ る 固定的な役割分担を 反映し た慣行・ 既存組織

のあり 方の不断の見直し 、 ③効果的な目標指標の設定と 結果検証の徹底、 ④ジェ ン ダー平

等の視点によ る 、 男性の意識・ 働き 方・ 暮ら し の見直し を 横断的視点と し ながら 、 以下の

３ つを 重点と する 取り 組みと し て、 誰一人取り 残さ ないよ う 、 性別に縛ら れず、 一人ひと

り の個性と 能力が発揮でき 、「 自分ら し く 」 心豊かに生活でき る 「 男女共同参画社会」 の実

現に向けた取組を 推進し ま す。  

 

（ １ ） 困難な問題を 抱える 女性への支援の徹底 

   困難な問題を抱える 女性に対し ては、 複合化し た生活課題の解決につながる 支援が重

要なため、児童福祉、 母子福祉、生活困窮者支援、生活保護など を所管する 課など が連携

し 重層的な支援体制の構築を 図る と と も に、女性相談支援員の専門性の向上を 図る など 、

女性が安心し て、 かつ、 自立し て暮ら せる 社会の実現に向けた取組を 進めま す。  

 

指標 

項目 
前回値 

（ 令和３ 年度）  

現在値 

（ 令和６ 年度）  

目標値 

（ 令和 12 年度）  

相談窓口の認知度 35.7%  
29.8%  

（ R7）  
60%  

配偶者や交際相手等

から の暴力・  

暴言件数 

- 141 件 モニタ リ ング指標 

学校や職場での 

ハラ ス メ ン ト  

被害件数 

- 225 件 モニタ リ ング指標 

経済的困窮件数 - 157 件 モニタ リ ング指標 

※モニタ リ ング指標…数値の推移を監視・ 観察し 状況確認する 。  

 

 

 

（ ２ ） 性別に関わら ず全ての人にと っ て働き やすく 働き がいある 環境づく り の一層の推進 

女性も 男性も 全ての人が、仕事と 子育て・ 介護・ 社会活動等を 含む生活と の両立のし づ

ら さ を 感じ る こ と なく 働き 続け、 キャ リ ア形成やリ ス キリ ン グの機会を 得ながら その能

力を 十分に発揮する こ と ができ る 環境を 整備する こ と が重要です。 職場における ジェ ン

ダー・ ギャ ッ プ解消を 推進し 、女性の暮ら し やすさ を 向上する など 、すべての人が働き や

すく 働き がいあ る 職場環境づく り の取組推進や家庭における 男性参画の促進、 女性の能

力発揮のための支援や管理職への積極的登用の推進など 、 誰も が働き やすい環境づく り

に取り 組みま す。  

 

４  重点取組 
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指標 

項 目 算出方法 
前回値 

(令和 3 年度) 

現在値 

（ 令和６ 年度）  

目標値 

（ 令和 12 年度）  

固定的性別役割分

担意識に反対する

市民の割合 

市民アン ケート

調査 

68.7%  

(令和元年度) 
76.1％ 80% 以上 

男性の 1 日当たり

の家事関連時間 

市民アン ケート

調査 

１ 時間 6 分 

(令和元年度) 
１ 時間 36 分 2 時間 30 分 

放課後児童ク ラ

ブ・ 保育所等 

待機児童数 

待機放課後児童

ク ラ ブ 
０ 人 12 人 ０ 人 

保育所等 ０ 人 0 人 ０ 人 

女性の起業件数 
女性の創業者/

総創業者数 
34.7％ 38.8％ 50％ 

男女共同参画推進

事業所認定数 

推進事業所 

認定数 
97 111 134 

 

（ ３ ） 意思決定過程への女性の参画の一層の加速 

男女間の実質的な機会の平等を 担保する 観点から 意思決定過程への女性の参画を 一層

加速し ていく 必要があり ま す。  

政策・ 方針決定過程への女性の参画拡大や地域における 男女共同参画、 職場における

女性活躍を 推進し 、 すべての人が意思決定過程に参画でき る 地域社会づく り によ り 、 誰

も が性別を 意識する こ と なく 活躍でき 、 指導的地位にある 人々の性別に偏り がないよ う

な社会を築き ま す。  

指標 

項 目 算出方法 
前回値 

（ 令和３ 年度）  

現在値 

（ 令和６ 年度）  

目標値 

（ 令和 12 年度）  

市審議会等への

女性登用率 

女性委員/ 

総委員数 
30.5%  

29.9%  

(R7) 
35%  

市女性職員の管

理職登用率 

女性管理職者数／

管理職者数 

（ ※教育職、 消防

職等を 除く ）  

20.4%  
15.2％ 

(R7) 
20%  

男女共同参画推

進事業所 

女性管理職 

登用率 

推進事業所の 

女性管理職登用率 

（ 課長 級以上）  

- 
20.6％ 

（ R7）  
25%  

女性自治会長  

登用率 

女性の自治会長 数/ 

自治会長 数 
4.1％ 3.5％ 4.8％ 

※沼津市長 が任命権者である も の 

※市審議会等への女性登用率、 市女性職員の管理職登用率は（ R7.4 現在値）  
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令和８ 年度（ 2026 年度） から 令和 12 年度（ 2030 年度） ま での５ 年間と し ま す。ただし 、

社会情勢の変化や事業の進行に応じ て、 必要な見直し を 行いま す。  

 

 
 

●男女共同参画社会基本法第 14 条第 3 項に基づく 計画であり 、本市の男女共同参画施策を

総合的かつ計画的に推進する ための基本的な計画です。  

●第 5 次沼津市総合計画を 上位計画と し 、 他の関連計画と の整合を 図っていま す。  

●国の「 第 6 次男女共同参画基本計画」 及び県の「 第 4 次静岡県男女共同参画基本計画」

を 勘案し 策定し ていま す。  

●本計画は、 女性活躍推進法第６ 条第２ 項に規定さ れる 市町村推進計画と し て位置づけて

いま す。  

●本計画は、 Ｄ Ｖ 防止法第２ 条の３ 第３ 項に規定さ れている 市町村基本計画と し て位置づ

けていま す。  

●本計画は、 困難女性支援法第８ 条第３ 項に規定さ れている 市町村基本計画と し て位置付

けていま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５  計画期間 

６  計画の位置づけ  


